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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

         

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 

令
和
七
年
十
月
二
十
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 

令
和
七
年
九
月
三
十
日 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ
ト

「
楽
天
ふ
る
さ
と
納

税
」
を
利
用
し
て
納
付

さ
れ
る
寄
附
金
の
収
納

事
務 

公

金

事

務 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目

十
四
番
一
号 

楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長 
三

木
谷 

浩
史 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

令
和
七
年
十
月
二
十
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指

定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

寄
附
金
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

                      

二 

指
定
を
し
た
日 

令
和
七
年
十
月
二
十
日 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
Ａ
Ｎ
Ａ
の
ふ
る

さ
と
納
税
」
を
利
用

し
て
納
付
さ
れ
る
寄

附
金 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
ふ
る
な
び
」
を

利
用
し
て
納
付
さ
れ

る
寄
附
金 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
楽
天
ふ
る
さ
と

納
税
」
を
利
用
し
て

納
付
さ
れ
る
寄
附
金 

寄

附

金 

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七

号 株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー 

代
表
取
締
役 

篠 

寛 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
Ｃ
Ｅ
Ｏ 

中

山 

一
郎 

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
十
六
番
二

十
号 

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル 

代
表
取
締
役
社
長 

野
口 

哲
也 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十
四
番
一

号 楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長 

三
木
谷 

浩

史 

 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

指

定

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

自動車税等データエントリー業務委託（単価契約）850,000件 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部税務課税務ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和７年９月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社埼玉電算センター 埼玉県熊谷市拾六間770番地 

５ 落札金額 

34.00円（消費税及び地方消費税を除く） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和７年８月19日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い

う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

要
措
置
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
字
オ
五
千
二
百
四
十
四
番
三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 



 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
一
（
埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
字
オ
五
千
二
百
四
十
四
番
三
の
一
部
）
及
び
別
図
二
（
同 

五
千
二
百
三
十
七
番
一
の
一
部
及
び
五
千
二
百
三
十
八
番
の
一
部
）
の
と
お
り 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 





 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
羊
山

公
園
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羊
山
公
園
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
一
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
中

津
川
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

中
津
川
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 

こ
の
区
域
は
、
秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
内
に
位
置
し
、
広
葉
樹
や
針
葉
樹
な
ど
か
ら
構

成
さ
れ
る
多
様
な
森
林
植
生
を
有
し
て
い
る
。
大
型
哺
乳
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
鳥

獣
が
生
息
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
獣
の
保
護
を
図
り
、
生
物
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
西

秩
父
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

西
秩
父
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
九
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 

こ
の
区
域
は
、
広
葉
樹
や
針
葉
樹
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
多
様
な
森
林
植
生
を
有
し
て
い

る
。
大
型
哺
乳
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
獣
の

保
護
を
図
り
、
生
物
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
三
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
名

栗
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

名
栗
小
学
校
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

昭
和
四
十
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
四
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
宮

前
小
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

宮
前
小
学
校
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
五
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
若

泉
公
園
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

若
泉
公
園
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
六
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
岩

槻
公
園
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

岩
槻
公
園
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て
）
に
係
る
神
明

神
社
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
明
神
社
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

男
衾
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

嵐
山
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
一
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

青
少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
武
蔵
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

鴻
巣
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

本
庄
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

昭
和
池
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
九
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

菖
蒲
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

鷲
宮
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

青
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

玉
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

松
伏
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
一
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

白
岡
第
二
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
二
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
島
平
成
の
森
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
三
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

下
栢
間
・
柴
山
枝
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
四
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

河
原
井
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
五
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

滑
川
和
泉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
和
泉
地
内
に
お
い
て
、
熊
谷
市
と
の
境
界
と
滑
川
町
道
四
千
二
百
二
号

線
と
の
接
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
同
町
道
四
千
七
十

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
同
町
道
百
五

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
、
同
町
道
二
百
二
十
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿

っ
て
北
西
に
進
み
、
同
町
道
四
千
百
五
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
、
同

町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
熊
谷
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。 

 

（
面
積
四
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
六
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

比
企
北
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

東
松
山
市
大
字
毛
塚
地
内
に
お
け
る
一
般
国
道
四
百
七
号
と
東
松
山
市
と
坂
戸
市
の
境
界
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
東
武
鉄
道
東
上
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
ら
に
東
松
山
市
と
坂
戸
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
関
越

自
動
車
道
と
の
交
点
を
経
て
東
松
山
市
と
坂
戸
市
と
比
企
郡
鳩
山
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
東
松
山
市
と
比
企
郡
鳩
山
町
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
東
松
山
市
と

比
企
郡
嵐
山
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
比

企
郡
嵐
山
町
大
字
将
軍
沢
地
内
に
お
い
て
前
川
に
そ
そ
ぐ
小
沢
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
沢
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
前
川
と
の
合
流
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
西
に

進
み
、
前
川
水
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
水
路
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
嵐
山
町

道
将
軍
沢
第
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
比
企
郡

嵐
山
町
と
同
郡
鳩
山
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、

鎌
形
林
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
林
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
鎌
形

第
九
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
大
野

東
松
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一

―

十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
大
蔵

第
二
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
嵐
山
町

道
大
蔵
第
二
百
三
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、

嵐
山
町
道
鎌
形
第
三
百
五
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西

に
進
み
、
嵐
山
町
道
鎌
形
第
三
百
六
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿

っ
て
南
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
一―

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿

っ
て
八
幡
橋
を
経
て
西
に
進
み
、
県
道
と
き
が
わ
熊
谷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

県
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一―

十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
鎌
形
第
二
百
四
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
槻
川
の
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
右
岸
に

沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
比
企
郡
嵐
山
町
と
同
郡
と
き
が
わ
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地



点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一
－
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一
－
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二
－
二
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道
二
百
五
十
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二
－
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
県
道
菅
谷
寄
居
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一
－
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二
－
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二
－
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二
－
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二―

十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
級
河
川
市
野
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
川
左
岸
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
県
道
深
谷
嵐
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県

道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
二―

十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町

道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
太
郎
丸
第
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
関
越
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車
道

に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
深
谷
嵐
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に

沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
二
百
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
四
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
関
越
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動
車

道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
百
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
二
百
八
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
一―

三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
百
六
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
第
百
七
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
二
百
三
十
三
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
嵐
山
町
道
越
畑
第
百
七
十
三
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
県
道
深
谷
嵐
山
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
吉
田
第
二
百
七
十
六
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
吉
田
第
三
百
二

十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
嵐
山
町
道
吉
田

第
二
百
七
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
嵐
山
町

道
吉
田
第
二
百
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
嵐
山



町
道
吉
田
第
三
百
八
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

嵐
山
町
道
第
一―

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
嵐
山
町
大
字
勝
田
百
二―

一
番
地

先
、
長
沼
川
の
河
川
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

比
企
郡
滑
川
町
と
同
郡
嵐
山
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

嵐
山
町
道
勝
田
第
百
五
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進

み
、
嵐
山
町
道
第
一―

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
滑
川
町
道
第
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

滑
川
町
道
第
二
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

滑
川
町
道
第
四
百
三
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
滑
川
町
道
第
三
百
四
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に

進
み
、
滑
川
町
道
第
三
百
四
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南

西
に
進
み
、
滑
川
町
道
第
八
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
県
道
と
き
が
わ
熊
谷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
に

進
み
、
滑
川
町
道
第
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

滑
川
町
道
第
千
八
百
三
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に

進
み
、
滑
川
町
道
第
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、

滑
川
町
道
第
七―

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
滑

川
町
道
第
二
百
四
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

滑
川
町
道
第
九
千
二
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に

進
み
、
東
松
山
市
と
比
企
郡
滑
川
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ

て
北
に
進
み
、
滑
川
鳥
獣
保
護
区
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て

北
に
進
み
、
熊
谷
市
と
東
松
山
市
と
比
企
郡
滑
川
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

熊
谷
市
と
東
松
山
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
和
田
川
左
岸
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
川
左
岸
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
級
河
川
和
田
吉
野
川
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
川
左
岸
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
と
東
松
山
市
の
境
界
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
の
ち
南
東
の
ち
南
西
の
ち
南
東
の
ち
南
西
に
進

み
、
和
田
吉
野
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
左
岸
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

熊
谷
市
と
東
松
山
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
境
界
に
沿
っ
て
東
の
ち
南
に
進

み
、
和
田
吉
野
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
左
岸
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

県
道
冑
山
熊
谷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
熊
谷
市
と

東
松
山
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
般
国
道
四

百
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
県
道
福
田
鴻
巣
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
県
道
冑
山
熊
谷
線
と
の
交
点

を
経
て
市
道
大
里
六
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進



み
、
県
道
行
田
東
松
山
線
と
の
交
点
を
経
て
南
東
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町
と
熊
谷
市
の
境
界

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
三
十
一
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
二
十
五
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
二
十
九
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
七
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
六
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
五
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
県
道
小
八
林
久
保
田
下
青
鳥
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
四
千
八
十
二
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
一
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
県
道
東
松
山
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
六
千
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
百
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
六
千
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
七
千
百
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
小
八
林
久
保
田
下
青
鳥
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
第
六
千
四
百
三
十
二
号
線
と
の

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
同
町
道
の
終
点
と
一
級
河
川
市
野

川
左
岸
河
川
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
市
野
川

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て

南
西
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
東
松
山
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
同
郡

川
島
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
東
松
山
市
と
比
企
郡
川
島
町
の
境
界
に
沿
っ

て
南
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
国
道
二
百
五
十
四
号
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
東
松
山
市
と
比
企
郡
川
島
町
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境

界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
東
松
山
市
と
坂
戸
市
と
比
企
郡
川
島
町
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
東
松
山
市
と
坂
戸
市
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
。 

 

（
面
積
一
万
八
百
二
十
四
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
七
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
堀
兼
字
上
榛
二
四
四
〇
番
二 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
八
号 

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成 

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と 

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二―

二
四―

四
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

 
 

埼
玉
県
三
郷
市
南
蓮
沼
字
下
沼
二
百
八
十
七
番
十
外
二
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
千
三
十
六
・
〇
九
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
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  ネットワーク型監視カメラ装置の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年９月１日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＦＬＣＳ株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地 

５ 落札金額 

  37,950,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年６月27日 
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